
平
成
二
十
年
五
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

三

四

五

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
四
五
号

平
成
二
十
年
五
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
自
衛
隊
員
の
自
殺
防
止
に
向
け
た
防
衛
省
の
取
り
組
み
並
び
に
組
織
の
あ
り
方
に
対
す
る
同

省
の
認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
自
衛
隊
員
の
自
殺
防
止
に
向
け
た
防
衛
省
の
取
り
組
み
並
び
に
組
織
の
あ
り
方
に
対
す

る
同
省
の
認
識
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
衛
官
及
び
事
務
官
等
の
自
殺
者
の
年
齢
に
つ
い
て
、
十
五
歳
か
ら
十
九
歳
ま
で
、
二
十
歳
か
ら

二
十
四
歳
ま
で
、
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
ま
で
、
三
十
歳
か
ら
三
十
四
歳
ま
で
、
三
十
五
歳
か
ら
三
十
九
歳
ま
で
、
四
十

歳
か
ら
四
十
四
歳
ま
で
、
四
十
五
歳
か
ら
四
十
九
歳
ま
で
、
五
十
歳
か
ら
五
十
四
歳
ま
で
、
五
十
五
歳
以
上
と
い
う
区
分
に

整
理
し
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
、
七
人
、
十
人
、
十
一
人
、
九
人
、
十
一
人
、

十
九
人
、
九
人
、
一
人
で
あ
り
、
平
成
十
一
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
、
五
人
、
九
人
、
七
人
、
十
三
人
、
七
人
、
十
人
、
十

二
人
、
零
人
で
あ
り
、
平
成
十
二
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
零
人
、
三
人
、
十
一
人
、
十
六
人
、
十
三
人
、
九
人
、
十
七
人
、
十
二

人
、
零
人
で
あ
り
、
平
成
十
三
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
零
人
、
四
人
、
九
人
、
十
五
人
、
四
人
、
十
一
人
、
八
人
、
十
一
人
、
二

人
で
あ
り
、
平
成
十
四
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
、
四
人
、
十
人
、
十
八
人
、
五
人
、
十
六
人
、
十
八
人
、
十
二
人
、
一
人
で

あ
り
、
平
成
十
五
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
三
人
、
八
人
、
十
三
人
、
六
人
、
十
二
人
、
十
人
、
十
四
人
、
十
四
人
、
一
人
で
あ
り
、

平
成
十
六
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
零
人
、
九
人
、
十
九
人
、
十
三
人
、
十
六
人
、
十
四
人
、
十
五
人
、
十
人
、
四
人
で
あ
り
、
平

一



成
十
七
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
、
十
三
人
、
十
五
人
、
十
五
人
、
十
三
人
、
十
一
人
、
十
九
人
、
十
二
人
、
一
人
で
あ
り
、

平
成
十
八
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
、
八
人
、
十
二
人
、
十
四
人
、
九
人
、
二
十
五
人
、
十
七
人
、
十
二
人
、
二
人
で
あ
り
、

平
成
十
九
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
四
人
、
十
二
人
、
十
二
人
、
十
人
、
十
四
人
、
十
五
人
、
十
三
人
、
八
人
、
一
人
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
自
衛
官
自
殺
問
題
に
対
す
る
防
衛
省
の
取
り
組
み
に
関
す
る
第
三

回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
四
三
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で

お
答
え
し
た
と
お
り
、
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
、「
病
苦
」、「
借
財
」、「
家
庭
問
題
」、「
職
務
」、「
そ

の
他
・
不
明
」
と
い
う
区
分
に
整
理
し
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
い
じ
め
」
が
い
ず
れ
の
区
分
に

整
理
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

防
衛
省
に
お
い
て
は
、
「
い
じ
め
」
と
し
て
懲
戒
処
分
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
私
的
制
裁
、
傷
害
又
は
暴

行
脅
迫
と
し
て
懲
戒
処
分
を
行
っ
た
件
数
が
お
尋
ね
の
「
い
じ
め
」
の
数
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
防
衛
省

と
し
て
現
在
統
計
資
料
を
有
し
て
い
る
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
に「
私
的
制
裁
」と
し
て
九
十
二
人
、「
傷

二



害
又
は
暴
行
脅
迫
」
と
し
て
二
百
九
十
一
人
の
者
に
対
し
て
懲
戒
処
分
を
行
っ
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
、「
病
苦
」、「
借
財
」、「
家
庭
問
題
」、「
職

務
」、「
そ
の
他
・
不
明
」
と
い
う
区
分
に
整
理
し
て
把
握
し
、
こ
う
し
た
区
分
に
沿
っ
て
自
殺
事
故
防
止
対
策
を
議
論
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
記
事
で
言
及
さ
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
内
容
は
抽

象
的
で
も
あ
り
、
更
な
る
確
認
も
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
業
者
は
、
株
式
会
社
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
自
殺
事
故
防
止
の
観
点
か
ら
は
、
心
の
悩
み
の
み
な
ら
ず
、
健
康
、
借
財
、
家
族
等
に
関
す
る
悩
み

三



に
つ
い
て
も
解
消
し
、
又
は
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
株
式
会
社
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
に
つ
い
て
専
門
家
へ
の
相
談
を
希
望
す
る
職
員
に
対
応
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
と
承
知
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
自
衛
隊
員
の
自
殺
防
止
対
策
に
係
る
防
衛
省
と
民
間
会
社
の
関
係

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
四
四
号
）
六
に
つ
い
て
で
お
答

え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
殺
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の
充
実
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

に
関
す
る
啓
発
教
育
の
実
施
の
徹
底
、
自
殺
し
た
隊
員
の
身
近
な
隊
員
や
御
遺
族
に
対
す
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
等
の
施
策
を
実

施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
自
殺
防
止
対
策
を
継
続
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
前
途
あ
る
隊
員
を
志
半
ば
で
失
う
こ
と
や
悲
し
い
思
い
を
さ
れ
る
御
家
族
が
生
じ
る
と
い
っ
た

こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
べ
く
、
隊
員
の
自
殺
防
止
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

四


